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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年5月28日(2009.5.28)

【公開番号】特開2008-19208(P2008-19208A)
【公開日】平成20年1月31日(2008.1.31)
【年通号数】公開・登録公報2008-004
【出願番号】特願2006-192297(P2006-192297)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｃ  39/19     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   8/34     (2006.01)
   Ａ６１Ｑ  19/02     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  39/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｃ  39/19    ＣＳＰ　
   Ａ６１Ｋ   8/34    　　　　
   Ａ６１Ｑ  19/02    　　　　
   Ｃ０７Ｃ  39/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月13日(2009.4.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
しかしながら、これらの誘導体においては、肝心のメラニン産生抑制作用が低下する欠点
も存した。この様な状況から、４－ｎ－ブチルレソルシノールと同様のメラニン産生抑制
効果を有する、新規化合物の開発が望まれている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、この様な状況下為されたものであり、優れたメラニン産生抑制効果を有する
新規化合物を提供することを課題とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　この様な状況に鑑みて、本発明者らは、優れたメラニン産生抑制効果を有する新規化合
物を求めて、鋭意研究努力を重ねた結果、４位水素に不飽和結合を有する脂肪族炭化水素
基で置換したレソルシノール誘導体がその様な特性を有していることを見いだし、発明を
完成させるに至った。即ち、本発明は、以下に示すとおりである。
（１）次に示す一般式（１）に表されるレソルシノール誘導体又はその塩。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明によれば、優れたメラニン産生抑制効果を有する新規化合物を提供することがで
きる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　斯くして得られた本発明の化合物は優れたメラニン産生抑制作用を有するため、皮膚外
用剤の有効成分として、取り分け、美白効果を有する医薬部外品の美白のための有効成分
として大変有用である。この様な効果を発現するためには、皮膚外用剤中に、これらの化
合物を０．１～５質量％含有させることが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
（２）本発明の皮膚外用剤
　本発明の皮膚外用剤は、前記成分を含有することを特徴とする。本発明の皮膚外用剤と
しては、皮膚に外用で投与されるものであれば特段の限定はされないが、例えば、医薬部
外品を包含する化粧料、皮膚外用医薬、皮膚外用雑貨等が好適に例示できる。加えて、剤
形についても特段の限定は受けず、例えばローション剤形、乳液剤形、エッセンス剤形、
クリーム剤形、オイルゲル剤形、粉体剤形などに適用することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明の皮膚外用剤には、前記の成分以外に、通常皮膚外用剤で使用される任意成分を
含有することができる。本発明の皮膚外用剤においては、かかる成分以外に、通常皮膚外
用剤で使用される任意成分を含有することが出来る。この様な任意成分としては、例えば
、マカデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、
ヒマシ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液状ラノリン、硬化ヤ
シ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ
、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ等のオイル、ワック
ス類；流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パラフィン、セレシン
、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類；オレイン酸、イソステアリ
ン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、ウンデシレ
ン酸等の高級脂肪酸類；セチルアルコール、ステアリルアルコール、イソステアリルアル
コール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルアルコール、セトステ
アリルアルコール等の高級アルコール等；イソオクタン酸セチル、ミリスチン酸イソプロ
ピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル、セバチン酸ジ－２
－エチルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２－エチルヘキサン酸
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エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２－ヘプチルウンデカ
ン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸
トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロパン、テトラ－２－
エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類；ジメチルポリシロキサン
、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖状ポリシロキサン；
オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチ
ルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン；アミノ変性ポリシロキサン、ポリ
エーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素変性ポリシロキサン
等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類；脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナト
リウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アルキル硫酸トリエタノ
ールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類；塩化ステアリルトリメチルアンモニウム
、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界面活性剤類；イミダ
ゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒドロキサイド－１－カ
ルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（アルキルベタイン、ア
ミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性界面活性剤類；ソル
ビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレイン酸ソルビタン等
）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピレングリコール脂肪
酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリ
セリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯＥソルビタンモノオ
レエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸
エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル
類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチ
レングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥアルキルエーテル類（
ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル類（ＰＯＥ
ノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰアルキルエーテル類（
ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油
・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、ショ糖脂肪酸エステ
ル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類；ポリエチレングリコール、グリセリ
ン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、キシリトール、マル
チトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリセリン、イソプレン
グリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－ヘキサンジオール、１，２－ヘキサン
ジオール、１，２－オクタンジオール等の多価アルコール類；ピロリドンカルボン酸ナト
リウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類；表面を処理されていても良い、マイカ、
タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ
）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、；表面を処理されていても良い、ベン
ガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔
料類；表面を処理されていても良い、雲母チタン、魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパー
ル剤類；レーキ化されていても良い赤色２０２号、赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４
号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０号、赤色２２３号、橙色２０１
号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１号、緑色２０１号、紫色２０１
号、赤色２０４号等の有機色素類；ポリエチレン末、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン
粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体類；パラアミノ安息香酸系紫外
線吸収剤；アントラニル酸系紫外線吸収剤；サリチル酸系紫外線吸収剤；桂皮酸系紫外線
吸収剤；ベンゾフェノン系紫外線吸収剤；糖系紫外線吸収剤；２－（２’－ヒドロキシ－
５’－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メトキシ－４’－ｔ－ブチルジ
ベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコー
ル類；ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ6塩酸塩、ビタミンＢ6トリパルミテート、
ビタミンＢ6ジオクタノエート、ビタミンＢ2又はその誘導体、ビタミンＢ12、ビタミンＢ

15又はその誘導体等のビタミンＢ類；α－トコフェロール、β－トコフェロール、γ－ト
コフェロール、ビタミンＥアセテート等のビタミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パ
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ントテン酸、パンテチン、ピロロキノリンキノン等のビタミン類等；フェノキシエタノー
ル等の抗菌剤などが好ましく例示できる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
［細胞毒性の評価基準］
＋：コントロールと比べ細胞数がかなり少なく、細胞毒性あり
±：コントロールと比べ細胞数は僅かに少ないが、細胞毒性の判定は困難
－：コントロールと比べ細胞数にほとんど差がなく、細胞毒性は認められない
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